
公務員さん/大手企業にお勤めの方向け

付加給付制度とは？
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◆付加給付制度とは？

公務員さん・大手企業にお勤めの方のみの公的保障

前の章で「高額療養費制度」という保障を説明しました！

（おさらい）
高額な医療費がかかっても
ひとつきの自己負担の上限額は決まっているよ！
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※出典：ソニー損保ホームページ

◆付加給付制度とは？

100万円の医療費がかかっても
ひと月の自己負担額は約９万円！！
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◆付加給付制度とは？

100万円の医療費がかかっても

ひと月の自己負担額は
約25,000円！！

公務員さん・大手企業にお勤めの方はさらに自己負担額が少ない！

例

・標準報酬月額530,000円以上の組合員
・被扶養者
　⇒約50,000円
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◆付加給付制度とは？

100万円の医療費がかかっても

ひと月の自己負担額は
約20,000円！！

公務員さん・大手企業にお勤めの方はさらに自己負担額が少ない！

例
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◆付加給付制度とは？

医療保険、過剰にはいっていませんか？

健康保険組合に問い合わせる
福利厚生規程を確認するなどしてみましょう！

公務員さん・大手企業にお勤めの方はさらに自己負担額が少ない！

生活防衛費は確保しておこうね！
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